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自己株式の取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ 

会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却 
 

当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項の規定及び当社定

款第 40 条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。また、会社法第 178

条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、併せて、下記の通りお知らせし

ます。 

記 

1. 自己株式の取得および消却を行う理由 

今後の業績見通しと株主還元のバランス等を総合的に勘案し、中長期的な ROE マネジメントを

見据えて自己株式の取得および消却を行うものです。 

  

2. 取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類：  当社普通株式 

(2) 取得し得る株式の総数：  6,500,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：2.3%） 

(3) 株式の取得価額の総額：  300 億円（上限） 

(4) 取得期間：  2024 年 5 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで 

(5) 取得方法：  東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 

  

3. 消却に係る事項の内容 

(1) 消却する株式の種類：  当社普通株式 

(2) 消却する株式の数：  上記 2 により取得した自己株式の全株式数 

(3) 消却予定日：  2024 年 11 月 29 日（予定） 

 

（参考）2024 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 287,035,548 株 

自己株式数 9,531,401 株 

※信託として保有する当社株式 230,257 株は、自己株式数に含めていません。 

  

以上 

会 社 名 エ ー ザ イ 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表執行役 CEO 内藤 晴夫 
 （コード 4523 東証プライム市場） 
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